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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  端末が所定のアプリケーションプログラムをオンにしている時間が所定の時間以上であ
ることに応答して、第１状態指令を生成するステップと、
　前記端末が読書モードにあることを示す前記第１状態指令を受信したことに応答して、
前記読書モードに対応する所定の環境輝度を取得するステップと、
　前記端末が存在する環境内にあるスマート照明機器の機器識別子を取得するステップと
、
　前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝
度を調整するステップと、を含むことを特徴とする輝度調整方法。
【請求項２】
　前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝
度を調整するステップは、
　前記端末が存在する環境内の現在環境輝度を取得するステップと、
　前記現在環境輝度と前記所定の環境輝度とが異なることに応答して、前記スマート照明
機器の照明輝度を調整するステップと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の輝度調
整方法。
【請求項３】
　前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝
度を調整するステップは、
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　前記端末が存在する環境内の現在環境輝度を周期的に取得するステップと、
　前記現在環境輝度および前記所定の環境輝度に基づいて、前記スマート照明機器の照明
輝度を調整するステップと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の輝度調整方法。
【請求項４】
　前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝
度を調整するステップは、
　前記所定の環境輝度に基づいて、輝度調整指令を生成するステップと、
　前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度が調整されるように、前記輝度
調整指令を当該スマート照明機器へ送信するステップと、を含むことを特徴とする請求項
１から３のいずれか一項に記載の輝度調整方法。
【請求項５】
　前記輝度調整指令を前記機器識別子に対応するスマート照明機器へ送信するステップは
、
　ネットワーク側が前記輝度調整指令を前記機器識別子に対応するスマート照明機器へ転
送するように、前記輝度調整指令および前記機器識別子を前記ネットワーク側へ送信する
ステップを含むことを特徴とする請求項４に記載の輝度調整方法。
【請求項６】
　前記第１状態指令を受信したことに応答して、前記読書モードに対応する所定の表示パ
ラメータ値を取得するステップと、
　前記所定の表示パラメータ値に基づいて、前記端末に対応する表示パラメータを調整す
るステップと、をさらに含み、
　前記所定の表示パラメータ値は、解像度と、コントラストと、輝度とのうちの少なくと
も１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の輝度調整方法。
【請求項７】
　前記端末が前記読書モードを終了することを示す第２状態指令を受信したことに応答し
て、前記調整前の前記端末の履歴表示パラメータ値を取得するステップと、
　前記履歴表示パラメータ値に基づいて、前記端末の表示パラメータを調整するステップ
と、をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の輝度調整方法。
【請求項８】
  端末が所定のアプリケーションプログラムをオンにしている時間が所定の時間以上であ
ることに応答して、第１状態指令を生成するための生成モジュールと、
　前記端末が読書モードにあることを示す前記第１状態指令を受信したことに応答して、
前記読書モードに対応する所定の環境輝度を取得するための第１取得モジュールと、
　前記端末が存在する環境内にあるスマート照明機器の機器識別子を取得するための第２
取得モジュールと、
　前記第１取得モジュールにより取得された所定の環境輝度に基づいて、前記第２取得モ
ジュールにより取得された機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度を調整する
ための第１調整モジュールと、を備えることを特徴とする輝度調整装置。
【請求項９】
　前記第１調整モジュールは、
　前記端末が存在する環境内の現在環境輝度を取得するための第１取得サブモジュールと
、
　前記第１取得サブモジュールにより取得された現在環境輝度と前記第１取得モジュール
により取得された所定の環境輝度とが異なることに応答して、前記スマート照明機器の照
明輝度を調整するための第１調整サブモジュールと、を備えることを特徴とする請求項８
に記載の輝度調整装置。
【請求項１０】
　前記第１調整モジュールは、
　前記端末が存在する環境内の現在環境輝度を周期的に取得するための第２取得サブモジ
ュールと、
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　前記第２取得サブモジュールにより取得された現在環境輝度と、前記第１取得モジュー
ルにより取得された所定の環境輝度とに基づいて、前記スマート照明機器の照明輝度を調
整するための第２調整サブモジュールと、を備えることを特徴とする請求項８に記載の輝
度調整装置。
【請求項１１】
　前記第１調整モジュールは、
　前記第１取得モジュールにより取得された所定の環境輝度に基づいて、輝度調整指令を
生成するための生成サブモジュールと、
　前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度が調整されるように、前記生成
サブモジュールにより生成された輝度調整指令を当該スマート照明機器へ送信するための
送信サブモジュールと、を備えることを特徴とする請求項８から１０のいずれか一項に記
載の輝度調整装置。
【請求項１２】
　前記送信サブモジュールは、ネットワーク側が前記生成サブモジュールにより生成され
た輝度調整指令を、前記第２取得モジュールにより取得された機器識別子に対応するスマ
ート照明機器へ転送するように、前記輝度調整指令および前記機器識別子を前記ネットワ
ーク側へ送信することを特徴とする請求項１１に記載の輝度調整装置。
【請求項１３】
　前記生成モジュールが生成した第１状態指令を受信したことに応答して、前記読書モー
ドに対応する所定の表示パラメータ値を取得するための第３取得モジュールと、
　前記第３取得モジュールにより取得された所定の表示パラメータ値に基づいて、前記端
末に対応する表示パラメータを調整するための第２調整モジュールと、をさらに備え、
　前記所定の表示パラメータ値は、解像度と、コントラストと、輝度とのうちの少なくと
も１つを含むことを特徴とする請求項８に記載の輝度調整装置。
【請求項１４】
　前記端末が前記読書モードを終了することを示す第２状態指令を受信したことに応答し
て、前記調整前の前記端末の履歴表示パラメータ値を取得するための第４取得モジュール
をさらに備え、
　前記第２調整モジュールは、
　前記第４取得モジュールにより取得された履歴表示パラメータ値に基づいて、前記端末
の表示パラメータを調整することを特徴とする請求項１３に記載の輝度調整装置。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサの実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備え、
　前記プロセッサは、
  端末が所定のアプリケーションプログラムをオンにしている時間が所定の時間以上であ
ることに応答して、第１状態指令を生成し、
　前記端末が読書モードにあることを示す前記第１状態指令を受信したことに応答して、
前記読書モードに対応する所定の環境輝度を取得し、
　前記端末が存在する環境内にあるスマート照明機器の機器識別子を取得し、
　前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝
度を調整するように構成されることを特徴とする輝度調整装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は、出願番号が２０１５１０８６７０３２.６であり、出願日が２０１５年１２月
１日である中国特許出願に基づいて優先権を主張する。当該中国特許出願の全ての内容は
、ここに参考として引用される。
【０００２】
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　本発明は、無線通信技術分野に関し、特に輝度調整方法および輝度調整装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在では、スマートフォン、タブレットＰＣの普及に伴って、電子機器を用いて読書を
するユーザが増えている。しかし、ユーザが電子機器を用いて読書をする場合、室内の光
線が弱すぎるまたは強すぎると、ユーザの視力に大きな損傷を与えてしまう。
【発明の概要】
【０００４】
　したがって、本発明の実施例は、輝度調整方法および輝度調整装置を提供する。その技
術的解決手段は以下の通りである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施例の第１態様によれば、輝度調整方法を提供する。当該方法は、
　端末が読書モードにあることを示す第１状態指令を受信したことに応答して、前記読書
モードに対応する所定の環境輝度を取得するステップと、
　前記端末が存在する環境内にあるスマート照明機器の機器識別子を取得するステップと
、
　前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝
度を調整するステップと、を含む。
【０００６】
　好ましくは、前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明
機器の照明輝度を調整するステップは、
　前記端末が存在する環境内の現在環境輝度を取得するステップと、
　前記現在環境輝度と前記所定の環境輝度とが異なることに応答して、前記スマート照明
機器の照明輝度を調整するステップと、を含む。
【０００７】
　好ましくは、前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明
機器の照明輝度を調整するステップは、
　前記端末が存在する環境内の現在環境輝度を周期的に取得するステップと、
　前記現在環境輝度および前記所定の環境輝度に基づいて、前記スマート照明機器の照明
輝度を調整するステップと、を含む。
【０００８】
　好ましくは、前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明
機器の照明輝度を調整するステップは、
　前記所定の環境輝度に基づいて、輝度調整指令を生成するステップと、
　前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度が調整されるように、前記輝度
調整指令を当該スマート照明機器へ送信するステップと、を含む。
【０００９】
　好ましくは、前記輝度調整指令を前記機器識別子に対応するスマート照明機器へ送信す
るステップは、
　ネットワーク側が前記輝度調整指令を前記機器識別子に対応するスマート照明機器へ転
送するように、前記輝度調整指令および前記機器識別子を前記ネットワーク側へ送信する
ステップを含む。
【００１０】
　好ましくは、前記方法は、
　前記端末が所定のアプリケーションプログラムをオンにしている時間が所定の時間以上
であることに応答して、前記第１状態指令を生成するステップをさらに含む。
【００１１】
　好ましくは、前記方法は、
　前記第１状態指令を受信したことに応答して、前記読書モードに対応する所定の表示パ
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ラメータ値を取得するステップと、
　前記所定の表示パラメータ値に基づいて、前記端末に対応する表示パラメータを調整す
るステップと、をさらに含み、
　前記所定の表示パラメータ値は、解像度と、コントラストと、輝度とのうちの少なくと
も１つを含む。
【００１２】
　好ましくは、前記方法は、
　前記端末が前記読書モードを終了することを示す第２状態指令を受信したことに応答し
て、前記調整前の前記端末の履歴表示パラメータ値を取得するステップと、
　前記履歴表示パラメータ値に基づいて、前記端末の表示パラメータを調整するステップ
と、をさらに含む。
【００１３】
　本発明の実施例の第２態様によれば、輝度調整装置を提供する。当該装置は、
　端末が読書モードにあることを示す第１状態指令を受信したことに応答して、前記読書
モードに対応する所定の環境輝度を取得するための第１取得モジュールと、
　前記端末が存在する環境内にあるスマート照明機器の機器識別子を取得するための第２
取得モジュールと、
　前記第１取得モジュールにより取得された所定の環境輝度に基づいて、前記第２取得モ
ジュールにより取得された機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度を調整する
ための第１調整モジュールと、を備える。
【００１４】
　好ましくは、前記第１調整モジュールは、
　前記端末が存在する環境内の現在環境輝度を取得するための第１取得サブモジュールと
、
　前記第１取得サブモジュールにより取得された現在環境輝度と前記第１取得モジュール
により取得された所定の環境輝度とが異なることに応答して、前記スマート照明機器の照
明輝度を調整するための第１調整サブモジュールと、を備える。
【００１５】
　好ましくは、前記第１調整モジュールは、
　前記端末が存在する環境内の現在環境輝度を周期的に取得するための第２取得サブモジ
ュールと、
　前記第２取得サブモジュールにより取得された現在環境輝度と、前記第１取得モジュー
ルにより取得された所定の環境輝度とに基づいて、前記スマート照明機器の照明輝度を調
整するための第２調整サブモジュールと、を備える。
【００１６】
　好ましくは、前記第１調整モジュールは、
　前記第１取得モジュールにより取得された所定の環境輝度に基づいて、輝度調整指令を
生成するための生成サブモジュールと、
　前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度が調整されるように、前記生成
サブモジュールにより生成された輝度調整指令を当該スマート照明機器へ送信するための
送信サブモジュールと、を備える。
【００１７】
　好ましくは、前記送信サブモジュールは、ネットワーク側が前記生成サブモジュールに
より生成された輝度調整指令を前記第２取得モジュールにより取得された機器識別子に対
応するスマート照明機器へ転送するように、前記輝度調整指令および前記機器識別子を前
記ネットワーク側へ送信する。
【００１８】
　好ましくは、前記装置は、
　前記端末が所定のアプリケーションプログラムをオンにしている時間が所定の時間以上
であることに応答して、前記第１状態指令を生成するための生成モジュールをさらに備え
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る。
【００１９】
　好ましくは、前記装置は、
　前記生成モジュールが生成した第１状態指令を受信したことに応答して、前記読書モー
ドに対応する所定の表示パラメータ値を取得するための第３取得モジュールと、
　前記第３取得モジュールにより取得された所定の表示パラメータ値に基づいて、前記端
末に対応する表示パラメータを調整するための第２調整モジュールと、をさらに備え、
　前記所定の表示パラメータ値は、解像度と、コントラストと、輝度とのうちの少なくと
も１つを含む。
【００２０】
　好ましくは、前記装置は、
　前記端末が前記読書モードを終了することを示す第２状態指令を受信したことに応答し
て、前記調整前の前記端末の履歴表示パラメータ値を取得するための第４取得モジュール
をさらに備え、
　前記第２調整モジュールは、前記第４取得モジュールにより取得された履歴表示パラメ
ータ値に基づいて、前記端末の表示パラメータを調整する。
【００２１】
　本発明の実施例の第３態様によれば、輝度調整装置を提供する。当該輝度調整装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサの実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備え、
　前記プロセッサは、
　端末が読書モードにあることを示す第１状態指令を受信したことに応答して、前記読書
モードに対応する所定の環境輝度を取得し、
　前記端末が存在する環境内にあるスマート照明機器の機器識別子を取得し、
　前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝
度を調整するように構成される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の実施例による上記解決手段は、以下の効果を奏することができる。
【００２３】
　本実施例では、ユーザが端末の読書ソフトウェアまたはブラウザを一定の時間を超えて
使用すると、端末が読書モードにあると特定することができる。このとき、環境輝度に対
する調整がトリガされる。端末またはサーバは、読書モードにおいてユーザの視力保護に
有利な所定の環境輝度と、このときの室内スマート照明機器の機器識別子と、を取得し、
その照明輝度を調整するようにスマート照明機器を制御することで、現在環境輝度を所定
の環境輝度に設定する。これによって、環境輝度と電子スクリーン輝度との差を低減して
、ユーザの電子読書に適した環境輝度を達成することで、ユーザの視力を保護する。
【００２４】
　別の実施例では、現在環境輝度が所定の環境輝度以上であるとき、スマート照明機器の
照明輝度を調整することで、室内光が明るすぎまたは暗すぎないようにし、ユーザの電子
読書に一層適した環境輝度とすることで、ユーザの視力を保護する。
【００２５】
　別の実施例では、ユーザの読書中において、室内照明輝度と電子スクリーン輝度との差
が小さくなるよう維持し、ユーザの電子読書により一層適した環境輝度とすることで、ユ
ーザの視力を保護する。
【００２６】
　別の実施例では、輝度調整指令により照明機器の照明輝度を調整することで、室内光が
明るすぎたり暗すぎたりしないようにし、ユーザの電子読書に一層適した輝度を実現する
ことで、ユーザの視力を保護する。
【００２７】
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　別の実施例では、端末が読書モードにあるとき、自己の表示パラメータ、例えば、解像
度、コントラストおよび輝度などなどを調整する。これによって、ユーザが電子スクリー
ンを用いて読書する際の眼の調節負担を軽減し、視力を保護できる。
【００２８】
　別の実施例では、端末が読書モードに入る前に利用される履歴表示パラメータ値を記憶
しておき、読書モードを終了する際に、記憶された履歴表示パラメータ値に基づいてその
前の表示設定に復帰する。これによって、ユーザが端末の他のアプリケーションプログラ
ムを便利に使用することができ、ユーザ体験が向上する。
【００２９】
　以上の一般的な記述および後述する詳細な説明は、例示的や解釈的なものであり、本発
明を制限するためのものでないことは、当然である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
　ここでの図面は、明細書を構成する一部として見なされ、本発明に適した実施例を示し
、かつ、明細書の記載とともに本発明の仕組みを解釈するために用いられる。
【図１】一実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。
【図２】別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。
【図３】別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。
【図４】別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。
【図５】別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。
【図６】別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。
【図７】別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。
【図８】別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。
【図９】一実施例による輝度調整装置を示すブロック図である。
【図１０】一実施例による第１調整モジュールを示すブロック図である。
【図１１】別の実施例による第１調整モジュールを示すブロック図である。
【図１２】別の実施例による第１調整モジュールを示すブロック図である。
【図１３】別の実施例による輝度調整装置を示すブロック図である。
【図１４】別の実施例による輝度調整装置を示すブロック図である。
【図１５】別の実施例による輝度調整装置を示すブロック図である。
【図１６】一実施例による輝度調整のための装置を示すブロック図である。
【図１７】一実施例による輝度調整のための装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　次に、図面を参照しながら、実施例について詳細に説明する。なお、本明細書中で特に
説明のない限り、異なる図面における同じ符号は、同じまたは類似する要素を示す。以下
の実施例に記述される実施形態は、本発明と一致する全ての実施形態を代表するものでは
ない。逆に、それらは、添付の特許請求の範囲に記載されているように、本発明の一部の
態様と一致する装置および方法の例に過ぎない。
【００３２】
　本発明の実施例により提供される技術的解決手段は、端末およびサーバに関する。端末
またはサーバは、端末が存在する周囲の環境輝度に基づいて証明輝度を調整するようにス
マート照明機器を制御する。これによって、室内環境輝度をユーザの電子機器による読書
に一層適したものとし、ユーザに一層良い読書環境を提供し、ユーザの視力を保護する。
【００３３】
　当該端末は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信機器、ゲ
ームコンソール、タブレット、医療装置、フィットネス機器、ＰＤＡといった電子読書機
能を有する何れかの機器であってもよい。
【００３４】
　図１は、一実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。図１に示すように
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、輝度調整方法は端末またはサーバで利用され、以下のステップを含む。
【００３５】
　ステップＳ１１では、端末が読書モードにあることを示す第１状態指令を受信したこと
に応答して、読書モードに対応する所定の環境輝度を取得する。
【００３６】
　ステップＳ１２では、端末が存在する環境内にあるスマート照明機器の機器識別子を取
得する。
【００３７】
　ステップＳ１３では、所定の環境輝度に基づいて、機器識別子に対応するスマート照明
機器の照明輝度を調整する。
【００３８】
　本実施例では、ユーザが端末の読書ソフトウェアまたはブラウザを一定の時間を超えて
使用すると、端末が読書モードにあると特定される。このとき、環境輝度に対する調整が
トリガされる。端末またはサーバは、読書モードにおいてユーザの視力保護に有利な所定
の環境輝度、および室内スマート照明機器の機器識別子を取得し、その照明輝度を調整す
るようにスマート照明機器を制御することで、現在環境輝度を所定の環境輝度に設定する
。これによって、環境輝度と電子スクリーン輝度との差を低減して、ユーザの電子読書に
一層適した環境輝度を達成することで、ユーザの視力を保護する。
【００３９】
　別の実施例では、現在の室内環境輝度を検出することで、スマート照明機器の照明輝度
を調整する必要があるか否かを特定する。図２は、別の実施例による輝度調整方法を示す
フローチャートである。図２に示すように、所定の環境輝度に基づいて、機器識別子に対
応するスマート照明機器の照明輝度を調整する処理は、以下のステップを含む。
【００４０】
　ステップＳ２１では、端末が存在する環境の現在環境輝度を取得する。
【００４１】
　ステップＳ２２では、現在環境輝度と所定の環境輝度とが異なることに応答して、スマ
ート照明機器の照明輝度を調整する。
【００４２】
　本実施例では、現在環境輝度が所定の環境輝度未満または所定の環境輝度を超えるとき
、スマート照明機器の照明輝度を調整することで、室内光が明るすぎたり暗すぎたりしな
いようにして、ユーザの電子読書に一層適した輝度を実現することで、ユーザの視力を保
護する。
【００４３】
　別の実施例では、端末が係属して読書モードにある場合、室内照明輝度に基づいて、ス
マート照明機器の照明輝度を周期的に調整してもよい。図３は、別の実施例による輝度調
整方法を示すフローチャートである。図３に示すように、所定の環境輝度に基づいて、機
器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度を調整する処理は、以下のステップを含
む。
【００４４】
　ステップＳ３１では、端末が存在する環境の現在環境輝度を周期的に取得する。
【００４５】
　ステップＳ３２では、現在環境輝度および所定の環境輝度に基づいて、スマート照明機
器の照明輝度を調整する。
【００４６】
　本実施例では、ユーザの読書中において、室内照明輝度と電子スクリーン輝度との差が
小さくなるよう維持し、ユーザの電子読書により適した室内照明輝度を実現することで、
ユーザの視力を保護する。
【００４７】
　別の実施例では、端末またはサーバはＷｉＦｉ（登録商標）などの無線通信方式により
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、スマート照明機器を制御するための輝度調整指令をスマート照明機器へ送信してもよい
。図４は、別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。図４に示すよう
に、所定の環境輝度に基づいて、機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度を調
整する処理は、以下のステップを含む。
【００４８】
　ステップＳ４１では、所定の環境輝度に基づいて、輝度調整指令を生成する。
【００４９】
　ステップＳ４２では、機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度が調整される
ように、輝度調整指令を当該スマート照明機器へ送信する。
【００５０】
　本実施例では、輝度調整指令によりスマート照明機器の照明輝度を調整することで、室
内照明が明るすぎたり暗すぎたりしないようにして、ユーザの電子読書に一層適した室内
照明輝度を実現することで、ユーザの視力を保護する。
【００５１】
　別の実施例では、輝度調整指令が端末により生成される場合、輝度調整指令を機器識別
子に対応するスマート照明機器へ送信する処理は、ネットワーク側が輝度調整指令を機器
識別子に対応するスマート照明機器へ転送するように、輝度調整指令および機器識別子を
ネットワーク側へ送信するステップを含む。
【００５２】
　別の実施例では、端末がスマート照明機器に対する輝度調整を実現する場合、当該方法
は、端末が所定のアプリケーションプログラムをオンにしている時間が所定の時間以上で
あることに応答して、第１状態指令を生成するステップをさらに含む。
【００５３】
　また、スマート照明機器の照明輝度を調整することに加えて、当該端末は、自己の表示
パラメータをさらに調整することができ、これによって、ユーザの視力をより良く保護す
る。図５は別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。図５に示すよう
に、当該方法は以下のステップをさらに含む。
【００５４】
　ステップＳ５１では、第１状態指令を受信したことに応答して、読書モードに対応する
所定の表示パラメータ値を取得する。当該所定の表示パラメータ値は、解像度と、コント
ラストと、輝度とのうちの少なくとも１つを含む。
【００５５】
　ステップＳ５２では、所定の表示パラメータ値に基づいて、端末の表示パラメータを調
整する。
【００５６】
　本実施例では、端末が読書モードにあるとき、さらに、自己の表示パラメータ、例えば
、解像度、コントラストおよび輝度などなどを調整する。これによって、ユーザが電子ス
クリーンを用いて読書する際の眼の調節負担を軽減し、視力を保護できる。
【００５７】
　別の実施例では、端末が読書モードを終了するとき、端末は自己の表示パラメータをそ
の前の設定に復帰させることができる。図６は、別の実施例による輝度調整方法を示すフ
ローチャートである。図６に示すように、当該方法は、以下のステップをさらに含む。
【００５８】
　ステップＳ６１では、端末が読書モードを終了することを示す第２状態指令を受信した
ことに応答して、調整実行前の端末の履歴表示パラメータ値を取得する。
【００５９】
　ステップＳ６２では、履歴表示パラメータ値に基づいて、端末の表示パラメータを調整
する。
【００６０】
　本実施例では、端末が読書モードに入る前の履歴表示パラメータ値を記憶し、読書モー
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ドを終了した後、記憶された履歴表示パラメータ値に基づいてその前の表示設定に復帰す
る。これによって、ユーザが端末の他のアプリケーションプログラムを便利に使用するこ
とができ、ユーザ体験が一層向上する。
【００６１】
　以下、端末がスマート照明機器の輝度をどのように制御するか、詳細に説明する。
【００６２】
　図７は、別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。図７に示すよう
に、当該方法は以下のステップを含む。
【００６３】
　ステップＳ７０１では、端末は所定のアプリケーションが実行されている時間を検出す
る。
【００６４】
　ステップＳ７０２では、端末は所定のアプリケーションが実行されている時間が所定の
時間以上であるか否かを判断し、ＹＥＳの場合、ステップＳ７０３を実行し、ＮＯの場合
、ステップＳ７０１を実行する。
【００６５】
　ステップＳ７０３では、端末は第１状態指令を生成する。
【００６６】
　ステップＳ７０４では、端末は読書モードに対応する所定の環境輝度と、端末が存在す
る環境内にあるスマート照明機器の機器識別子とを取得する。
【００６７】
　ステップＳ７０５では、端末はそれが存在する環境の現在環境輝度を検出する。
【００６８】
　ステップＳ７０６では、端末は現在環境輝度と所定の環境輝度とが同じであるか否かを
判断し、ＹＥＳの場合、ステップＳ７０５を実行し、ＮＯの場合、ステップＳ７０７を実
行する。
【００６９】
　ステップＳ７０７では、端末は所定の環境輝度に基づいて、輝度調整指令を生成する。
【００７０】
　ステップＳ７０８では、端末は輝度調整指令および機器識別子をネットワーク側サーバ
へ送信する。
【００７１】
　ステップＳ７０９では、ネットワーク側サーバは輝度調整指令を機器識別子に対応する
スマート照明機器へ転送する。
【００７２】
　ステップＳ７１０では、スマート照明機器は輝度調整指令に基づいて、照明輝度を調整
する。
【００７３】
　本実施例では、端末は、読書モードにおいてユーザの視力保護に有利な所定の環境輝度
、およびこのときの室内スマート照明機器の機器識別子を取得し、スマート照明機器の照
明輝度を調整するように当該スマート証明機器を制御することで、現在環境輝度を所定の
環境輝度に設定する。これによって、環境輝度と電子スクリーン輝度との差を低減して、
ユーザの電子読書に一層適した環境輝度を実現することで、ユーザの視力を保護する。
【００７４】
　以下、ネットワーク側サーバがスマート照明機器の輝度をどのように制御するかを詳細
に説明する。
【００７５】
　図８は、別の実施例による輝度調整方法を示すフローチャートである。図８に示すよう
に、当該方法は以下のステップを含む。
【００７６】
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　ステップＳ８０１では、端末は所定のアプリケーションが実行されている時間を検出す
る。
【００７７】
　ステップＳ８０２では、端末は所定のアプリケーションプログラムが実行されている時
間が所定の時間以上であるか否かを判断し、ＹＥＳの場合、ステップＳ８０３を実行し、
ＮＯの場合、ステップＳ８０１を実行する。
【００７８】
　ステップＳ８０３では、端末は第１状態指令を生成し、生成した第１状態指令をサーバ
へ送信する。
【００７９】
　ステップＳ８０４では、サーバは読書モードに対応する所定の環境輝度と端末が存在す
る環境内にあるスマート照明機器の機器識別子とを取得する。
【００８０】
　ステップＳ８０５では、端末はそれが存在する環境の現在環境輝度を検出し、その検出
結果を周期的にサーバへ送信する。
【００８１】
　ステップＳ８０６では、サーバは現在環境輝度と所定の環境輝度とが同じであるか否か
を判断し、ＹＥＳの場合、ステップＳ８０５を実行し、ＮＯの場合、ステップＳ８０７を
実行する。
【００８２】
　ステップＳ８０７では、サーバは所定の環境輝度に基づいて、輝度調整指令を生成する
。
【００８３】
　ステップＳ８０８では、サーバは当該輝度調整指令および機器識別子をスマート証明機
器に送信する。
【００８４】
　ステップＳ８０９では、スマート照明機器は輝度調整指令に基づいて、その照明輝度を
調整する。
【００８５】
　本実施例では、サーバは、読書モードにおいてユーザの視力保護に有利な所定の環境輝
度、およびこのときの室内スマート照明機器の機器識別子を取得し、その照明輝度を調整
するように当該スマート証明機器を制御することで、現在環境輝度を所定の環境輝度に設
定する。これによって、環境輝度と電子スクリーン輝度との差を低減して、ユーザの電子
読書に一層適した環境輝度を実現することで、ユーザの視力を保護できる。
【００８６】
　なお、ステップＳ８０４では、端末が自己の位置情報をサーバに送信し、サーバが当該
位置情報に対応するスマート照明機器の機器識別子を取得するようにしてもよい。または
、端末が検出された前記環境内のスマート照明機器の機器識別子をサーバへ送信してもよ
い。
【００８７】
　以下、本発明の方法実施例の実現に用いることのできる装置実施例について説明する。
。
【００８８】
　図９は、一実施例による輝度調整装置を示すブロック図である。当該装置はソフトウェ
ア、ハードウェア、または両者の組合せにより電子機器の一部または全部として実現して
もよい。図９に示すように、当該輝度調整装置は、以下のモジュールを備える。
【００８９】
　第１取得モジュール９１は、端末が読書モードにあることを示す第１状態指令を受信し
たことに応答して、読書モードに対応する所定の環境輝度を取得するように構成される。
【００９０】
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　第２取得モジュール９２は、端末が存在する環境内にあるスマート照明機器の機器識別
子を取得するように構成される。
【００９１】
　第１調整モジュール９３は、第１取得モジュール９１により取得された所定の環境輝度
に基づいて、第２取得モジュール９２により取得された機器識別子に対応するスマート照
明機器の照明輝度を調整するように構成される。
【００９２】
　本実施例では、ユーザが端末の読書ソフトウェアまたはブラウザを使用するとき、これ
らのソフトウェアに対する使用時間が一定の時間を超えると、端末が読書モードにあると
特定することができ、このとき、環境輝度に対する調整をトリガする。端末またはサーバ
は、読書モードにおいてユーザの視力保護に有利な所定の環境輝度、およびこのときの室
内スマート照明機器の機器識別子を取得し、当該室内スマート照明機器の照明輝度を調整
するように制御することで、現在環境輝度を所定の環境輝度に設定する。これによって、
環境輝度と電子スクリーン輝度との差を低減して、ユーザの電子読書に一層適した環境輝
度を実現することで、ユーザの視力を保護できる。
【００９３】
　別の実施例では、現在室内環境輝度を検出し、スマート照明機器の照明輝度を調整する
必要があるか否かを判断する。図１０は、一実施例による第１調整モジュールを示すブロ
ック図である。図１０に示すように、第１調整モジュール９３は以下のモジュールを備え
る。
【００９４】
　第１取得サブモジュール１０１は、端末が存在する環境内の現在環境輝度を取得するよ
うに構成される。
【００９５】
　第１調整サブモジュール１０２は、第１取得サブモジュール１０１により取得された現
在環境輝度と第１取得モジュール９１により取得された所定の環境輝度とが異なることに
応答して、スマート照明機器の照明輝度を調整するように構成される。
【００９６】
　本実施例では、現在環境輝度が所定の環境輝度未満または所定の環境輝度を超える以上
であるとき、スマート照明機器の照明輝度を調整することで、室内光が明るすぎたり暗す
ぎたりしないようにし、ユーザの電子読書に一層適した輝度を実現することで、ユーザの
視力の健康を守れる。
【００９７】
　別の実施例では、端末が読書モードにあれば、周期的に室内照明輝度に基づいてスマー
ト照明機器の照明輝度を調整する。図１１は別の実施例による第１調整モジュールを示す
ブロック図である。図１１に示すように、第１調整モジュール９３は以下のモジュールを
備える。
【００９８】
　第２取得サブモジュール１１１は、端末が存在する環境内の現在環境輝度を周期的に取
得するように構成される。
【００９９】
　第２調整サブモジュール１１２は、第２取得サブモジュール１１１により取得された現
在環境輝度と第１取得モジュール９１により取得された所定の環境輝度とに基づいて、ス
マート照明機器の照明輝度を調整するように構成される。
【０１００】
　本実施例では、ユーザの読書中において、室内照明輝度と電子スクリーン輝度との差が
小さくなるよう維持し、ユーザの電子読書に一層適した室内照明輝度を実現することで、
ユーザの視力を保護できる。
【０１０１】
　別の実施例では、端末またはサーバはＷｉＦｉなどの無線通信方式により、スマート照
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明機器を制御するための輝度調整指令をスマート照明機器へ送信してもよい。図１２は別
の実施例による第１調整モジュールを示すブロック図である。図１２に示すように、第１
調整モジュール９３は以下のモジュールを備える。
【０１０２】
　生成サブモジュール１２１は、第１取得モジュール９１により取得された所定の環境輝
度に基づいて、輝度調整指令を生成するように構成される。
【０１０３】
　送信サブモジュール１２２は、機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度が調
整されるように、生成サブモジュール１２１により生成された輝度調整指令を当該スマー
ト照明機器へ送信するように構成される。
【０１０４】
　本実施例では、輝度調整指令により照明機器の照明輝度を調整することで、室内光が明
るすぎたり暗すぎたりしないようにし、ユーザの電子読書に一層適した輝度を実現するこ
とで、ユーザの視力を保護できる。
【０１０５】
　別の実施例では、輝度調整指令が端末により生成されると、当該輝度調整指令を機器識
別子に対応するスマート照明機器へ送信する。あるいは、送信サブモジュール１２２は、
生成サブモジュール１２１により生成された輝度調整指令および第２取得モジュール９２
により取得された機器識別子を、ネットワーク側に送信するように構成される。当該ネッ
トワークに送信された当該輝度調整指令および当該機器識別子は、ネットワーク側により
当該機器識別子に対応するスマート証明機器へ転送される。
【０１０６】
　本実施例では、第１調整モジュール９３は、上記第１取得サブモジュール１０１、第１
調整サブモジュール１０２、第２取得サブモジュール１１１、第２調整サブモジュール１
１２、生成サブモジュール１２１および送信サブモジュール１２２を全て備えてもよい。
【０１０７】
　別の実施例では、端末によるスマート照明機器に対する輝度調整を実施する場合、本実
施例による輝度調整装置を示す図１３のブロック図に示すように、当該装置はさらに、端
末が所定のアプリケーションプログラムをオンにしている時間が所定の時間以上であるこ
とに応答して、第１状態指令を生成するように構成される生成モジュール９４を備える。
【０１０８】
　また、スマート照明機器の照明輝度を調整することに加えて、端末は自己の表示パラメ
ータをさらに調整することができ、これによって、ユーザの視力をより良く保護できる。
図１４は別の実施例による輝度調整装置を示すブロック図である。図１４に示すように、
当該装置は以下のモジュールをさらに備える。
【０１０９】
　第３取得モジュール９５は、生成モジュールにより生成された第１状態指令を受信した
ことに応答して、読書モードに対応する所定の表示パラメータ値を取得するように構成さ
れ、所定の表示パラメータ値は、解像度と、コントラストと、輝度とのうちの少なくとも
１つを含む。
【０１１０】
　第２調整モジュール９６は、第３取得モジュール９５により取得された所定の表示パラ
メータ値に基づいて、端末の表示パラメータを調整するように構成される。
【０１１１】
　本実施例では、端末が読書モードにあるとき、さらに、自己の表示パラメータ、例えば
、解像度、コントラストおよび輝度などを調整する。これによって、ユーザが電子スクリ
ーンを用いて読書する際の眼の調節負担を軽減し、視力を保護できる。
【０１１２】
　別の実施例では、端末が読書モードを終了するとき、端末は自己の表示パラメータをそ
の前の設定に復帰させることができる。図１５は別の実施例による輝度調整装置を示すブ
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ロック図である。図１５に示すように、当該装置は以下のモジュールをさらに備える。
【０１１３】
　第４取得モジュール９７は、端末が読書モードを終了することを示す第２状態指令を受
信したことに応答して、調整前の端末の履歴表示パラメータ値を取得するように構成され
る。
【０１１４】
　第２調整モジュール９６は、第４取得モジュール９７により取得された履歴表示パラメ
ータ値に基づいて、端末に対応する表示パラメータを調整するように構成される。
【０１１５】
　本実施例では、端末が読書モードに入る前の履歴表示パラメータ値を記憶し、読書モー
ドを終了した後、記憶された履歴表示パラメータ値に基づいてその前の表示設定に復帰す
る。これによって、ユーザが端末の他のアプリケーションプログラムを便利に使用するこ
とができ、ユーザ体験が一層向上する。
【０１１６】
　本発明は輝度調整装置をさらに提供する。当該輝度調整装置は、
　プロセッサと、
　プロセッサの実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備え、
　前記プロセッサは、
　端末が読書モードにあることを示す第１状態指令を受信したことに応答して、前記読書
モードに対応する所定の環境輝度を取得し、
　前記端末が存在する環境内にあるスマート照明機器の機器識別子を取得し、
　前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝
度を調整するように構成される。
【０１１７】
　図１６は、一実施例による輝度調整のための装置を示すブロック図であり、当該装置は
端末機器に適用される。装置１７００は、例えば、カメラ、録音機器、モバイルフォン、
コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信機器、ゲームコンソール、タブレッ
トデバイス、医療設備、フィットネス機器、ＰＤＡなどであってもよい。
【０１１８】
　装置１７００は、処理ユニット１７０２、メモリ１７０４、電源ユニット１７０６、マ
ルチメディアユニット１７０８、オーディオユニット１７１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）イ
ンターフェース１７１２、センサユニット１７１４、および、通信ユニット１７１６のう
ちの１つまたは複数を含んでもよい。
【０１１９】
　処理ユニット１７０２は通常、装置１７００の全般操作、例えば、表示、通話、データ
通信、カメラ操作および記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット１７０２は、
前記方法のステップの全部または一部を実行するように、指令を実行する１つまたは複数
のプロセッサ１７２０を備えてもよい。また、処理ユニット１７０２は、処理ユニット１
７０２と他のユニットとの間の相互作用を容易にするように、１つまたは複数のモジュー
ルを備えてもよい。例えば、処理ユニット１７０２は、マルチメディアユニット１７０８
と処理ユニット１７０２との間の相互作用を容易にするように、マルチメディアモジュー
ルを備えてもよい。
【０１２０】
　メモリ１７０４は、装置１７００の操作をサポートするために、各種別のデータを記憶
するように構成される。これらのデータの例示は、装置１７００で操作する如何なるアプ
リケーションプログラムまたは方法の指令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、
ピクチャ、映像などを含む。メモリ１７０４は、如何なる種別の揮発性もしくは不揮発性
記憶デバイスまたはそれらの組合せ、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ（Ｓ
ＲＡＭ）、電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消
去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専
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用メモリ（ＰＲＯＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ
、磁気ディスクまたは光ディスクによって実現されてもよい。
【０１２１】
　電源ユニット１７０６は、装置１７００のユニットのそれぞれに電力を供給する。電源
ユニット１７０６は、電源管理システム、１つまたは複数の電源、並びに、装置１７００
用の電力を生成、管理および配分するために他のユニットを含んでもよい。
【０１２２】
　マルチメディアユニット１７０８は、前記装置１７００とユーザとの間に１つの出力イ
ンターフェースを供給するスクリーンを備える。一部の実施例では、スクリーンは、液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）およびタッチパネル（ＴＰ）を含んでも良い。スクリーンは、タ
ッチパネルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとし
て実現されてもよい。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルでのジェス
チャーを感知するように、１つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサは、
タッチまたはスライド動作の境界を感知するだけではなく、前記タッチまたはスライド操
作と関連する持続時間および圧力をさらに検出することができる。一部の実施例では、マ
ルチメディアユニット１７０８は、１つのフロントカメラおよび／またはバックカメラを
含む。機器１７００が操作モード、例えば、撮像モードまたは映像モードにあるとき、フ
ロントカメラおよび／またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信するこ
とができる。フロントカメラおよびバックカメラのそれぞれは、１つの固定光学レンズシ
ステムであってもよいし、焦点距離および光学ズーム能力を有するものであってもよい。
【０１２３】
　オーディオユニット１７１０は、オーディオ信号を出力および／または入力するように
構成される。例えば、オーディオユニット１７１０は、マイク（ＭＩＣ）を備え、装置１
７００が操作モード、例えば、音響出力モード、記録モードおよび音声識別モードにある
とき、マイクは、外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディ
オ信号は、さらに、メモリ１７０４に記憶される、または、通信ユニット１７１６を介し
て送信されることができる。一部の実施例では、オーディオユニット１７１０は、さらに
、オーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに含む。
【０１２４】
　Ｉ／Ｏインターフェース１７１２は、処理ユニット１７０２と周辺インターフェースモ
ジュールとの間でインターフェースを供給するものであり、前記周辺インターフェースモ
ジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。これらのボタ
ンは、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタンおよびロックボタンを含んで
も良いが、それらに限定されない。
【０１２５】
　センサユニット１７１４は、様々な側面での状態推定を装置１７００に供給するための
１つまたは複数のセンサを含む。例えば、センサユニット１７１４は、機器１７００のオ
ン／オフ状態、ユニットの相対位置を検出することができ、例えば、前記ユニットは、装
置１７００のディスプレイおよびキーパッドである。センサユニット１７１４は、さらに
、装置１７００もしくは装置１７００の１つのユニットの位置変更、ユーザと装置１７０
０との接触の有無、装置１７００の方位または加速／減速および装置１７００の温度変化
をさらに検出することができる。センサユニット１７１４は、如何なる物理的接触もない
とき、近辺にある物体の存在を検出するための近接センサを含んでもよい。センサユニッ
ト１７１４は、さらに、イメージングアプリケーションに使用される光センサ、例えばＣ
ＭＯＳまたはＣＣＤ画像センサを含んでも良い。一部の実施例では、当該センサユニット
１７１４は、さらに、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温
度センサを含んでも良い。
【０１２６】
　通信ユニット１７１６は、装置１７００と他の機器間の無線または有線方式の通信が便
利になるように構成される。装置１７００は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例え
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ば、ＷｉＦｉ、２Ｇもしくは３Ｇ、またはそれらの組合せにアクセスすることができる。
ある実施例では、通信ユニット１７１６は、外部ブロードキャスト管理システムからのブ
ロードキャスト信号またはブロードキャスト関連情報をブロードキャストチャネルを介し
て受信する。ある実施例では、前記通信ユニット１７１６は、さらに、短距離通信を容易
にするように、ニアフィールド通信（ＮＦＣ）モジュールを含んでも良い。ＮＦＣモジュ
ールでは、例えば、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外線データ協会（ＩｒＤＡ）技
術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（登録商標）（ＢＴ）技術および他の技術
によって実現されてもよい。
【０１２７】
　実施例では、装置１７００は、上記方法を実行するための１つまたは複数の特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイ
ス（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブ
ルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッ
サまたは他の電子部品によって実現されてもよい。
【０１２８】
　実施例では、指令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、指令
を含むメモリ１７０４をさらに提供し、上記指令が装置１７００のプロセッサ１７２０に
よって実行されることで上述した方法を実施させることができる。前記非一時的コンピュ
ータ読み取り可能な記憶媒体は、例えば、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスクおよび光データ記憶機器などであっても
よい。
【０１２９】
　図１７は、一実施例による輝度調整のための装置を示すブロック図である。例えば、装
置１９００はサーバとして提供されてもよい。装置１９００は、処理ユニット１９２２を
備え、さらに、１つまたは複数のプロセッサと、処理ユニット１９２２が実行可能な指令
、例えばアプリケーションプログラムを記憶するためのメモリ１９３２に代表されるメモ
リリソースと、を備える。メモリ１９３２に記憶されているアプリケーションプログラム
は、それぞれ１組の指令に対応する１つ以上のモジュールを有してもよい。また、処理ユ
ニット１９２２は、上述した方法を実行するために、指令を実行するように構成される。
【０１３０】
　装置１９００は、さらに、装置１９００の電源管理を実行するように構成される電源ユ
ニット１９２６と、装置１９００をネットワークに接続するように構成される有線または
無線ネットワークインターフェース１９５０と、入出力（Ｉ/Ｏ）インターフェース１９
５８と、を備えてもよい。装置１９００は、メモリ１９３２に記憶されている操作システ
ム、例えばＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標） Ｓｅｒｖｅｒ、Ｍａｃ ＯＳ Ｘ（登録商標）、
Ｕｎｉｘ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、ＦｒｅｅＢＳＤ（登録商標）または類
似するものを操作してもよい。
【０１３１】
　非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記記憶媒体における指令が
装置１７００または装置１９００のプロセッサによって実行されるとき、装置１７００ま
たは装置１９００が上記輝度調整の方法を実行可能である。前記方法は、
　端末が読書モードにあることを示す第１状態指令を受信したことに応答して、前記読書
モードに対応する所定の環境輝度を取得するステップと、
　前記端末が存在する環境内にあるスマート照明機器の機器識別子を取得するステップと
、
　前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝
度を調整するステップと、を含む。
【０１３２】
　好ましくは、前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明
機器の照明輝度を調整するステップは、
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　前記端末が所在する環境の現在環境輝度を取得するステップと、
　前記現在環境輝度と前記所定の環境輝度とが異なることに応答して、前記スマート照明
機器の照明輝度を調整するステップと、を含む。
【０１３３】
　好ましくは、前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明
機器の照明輝度を調整するステップは、
　前記端末が所在する環境の現在環境輝度を周期的に取得するステップと、
　前記現在環境輝度および前記所定の環境輝度に基づいて、前記スマート照明機器の照明
輝度を調整するステップと、を含む。
【０１３４】
　好ましくは、前記所定の環境輝度に基づいて、前記機器識別子に対応するスマート照明
機器の照明輝度を調整するステップは、
　前記所定の環境輝度に基づいて、輝度調整指令を生成するステップと、
　前記機器識別子に対応するスマート照明機器の照明輝度が調整されるように、前記輝度
調整指令を当該スマート照明機器へ送信するステップと、を含む。
【０１３５】
　好ましくは、前記輝度調整指令を前記機器識別子に対応するスマート照明機器へ送信す
るステップは、
　ネットワーク側が前記輝度調整指令を前記機器識別子に対応するスマート照明機器へ転
送するように、前記輝度調整指令および前記機器識別子を前記ネットワーク側へ送信する
ステップを含む。
【０１３６】
　好ましくは、前記方法は、
　前記端末が所定のアプリケーションプログラムをオンにしている時間が所定の時間以上
であることに応答して、前記第１状態指令を生成するステップをさらに含む。
【０１３７】
　好ましくは、前記方法は、
　前記第１状態指令を受信したことに応答して、前記読書モードに対応する所定の表示パ
ラメータ値を取得するステップと、
　前記所定の表示パラメータ値に基づいて、前記端末に対応する表示パラメータを調整す
るステップと、をさらに含み、
　前記所定の表示パラメータ値は、解像度と、コントラストと、輝度とのうちの少なくと
も１つを含む。
【０１３８】
　好ましくは、前記方法は、
　端末が読書モードを終了することを示す第２状態指令を受信したことに応答して、調整
前の前記端末の履歴表示パラメータ値を取得するステップと、
　前記履歴表示パラメータ値に基づいて、前記端末に対応する表示パラメータを調整する
ステップと、をさらに含む。
【０１３９】
　当業者は、明細書を考慮し、ここに公開された発明を実践した後、本発明の他の実施案
を容易に想到する。本願は、本発明の如何なる変形、用途または適合もカバーすることを
意図する。これらの変形、用途または適合は、本発明の一般的な仕組みに従い、かつ、本
発明に公開されていない当分野における公知常識または慣用技術手段を含む。明細書およ
び実施例は単なる例示と見なされ、本発明の本当の範囲および思想は添付する特許請求の
範囲によって与えられる。
【０１４０】
　本発明は上記に記載され、且つ図面に示された構造に限定されるものでなく、その要旨
を逸脱しない範囲で様々な補正や変更も可能であることは言うまでもない。本発明の範囲
は、添付する特許請求の範囲のみによって限定される。
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